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∵
蓄
お
・
そ
襲
命
の
茱
艦
が
封
建
的
土
地
所
有
芝
封
建
塑
鶴
係
の
肇
に
あ
…
は
、
改
め
て
い
皇
で
・
な
い
が
、
わ
が

～
国
に
お
い
て
は
、
そ
の
封
建
的
土
地
所
有
．
生
産
関
係
の
核
心
懸
盤
制
（
領
主
跨
保
有
農
関
係
）
と
地
主
制
（
地
主
H
小
作
関
係
）
と
の
い
ず
れ
に
求
め

㎝
　
る
か
に
慈
じ
て
二
つ
の
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
圏
の
中
で
も
地
主
制
が
最
も
明
確
か
つ
広
汎
に
形
威
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
を
例

…．

ﾉ
と
り
つ
つ
・
聖
制
と
箆
革
愈
の
盟
貰
体
的
に
聾
し
て
み
た
・
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
地
主
制
に
煮
る
課
題
は
・
小
作
経

一
営
の
畠
な
難
語
阻
止
し
て
い
重
重
嶺
主
制
的
蘭
係
の
掃
と
遍
薯
二
選
艘
奪
の
製
と
璽
つ
で
あ
り
・
笙
の
課
腰
軍
国

　
諸
権
利
の
無
償
廃
棄
に
よ
っ
て
完
全
に
達
成
さ
れ
た
が
、
第
二
の
課
題
は
国
有
財
塵
の
売
却
を
通
じ
て
覆
め
て
不
充
分
に
果
さ
れ
た
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
の

…
結
果
、
北
部
先
進
地
帯
で
は
革
命
前
か
ら
の
主
峰
の
近
代
的
進
化
拶
．
す
ま
す
音
義
進
行
す
る
の
通
し
て
、
中
．
南
．
蒙
の
後
進
地
帯
で
は
分
電

　
小
作
制
に
立
脚
す
る
半
封
建
的
地
主
制
が
、
永
ら
く
広
汎
に
残
存
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
て
は
今
日
ほ
ぼ
異
論
が
な
い
。
し
か
し
、
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、

　
　
　
　
　
は
　
し
　
が
　
き

　
本
、
稿
は
、
一
般
に
「
地
主
鋼
扁
も
し
く
は
「
地
主
的
土
地
所
准
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
土
地
所
有
関
係
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
過
程
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
変

容
を
蒙
っ
た
か
を
、
史
実
に
即
し
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
お
よ
そ
市
民
革
命
が
、
近
代
資
本
主
義
形
成
の
た
め
の
麗
史
的
条
件
を
整
備

す
る
こ
と
を
そ
の
中
心
課
題
と
す
る
以
上
、
そ
れ
が
封
建
的
土
地
所
有
の
廃
棄

を
何
ら
か
の
形
で
企
図
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
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こ
の
封

建
的
土
地
所
有
な
る
概
念
に
よ
っ
て
具
体
的
に
土
地
所
有
の
い
か
な
る
擁
史
的

形
態
を
理
解
す
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
見
解
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
、
領
主
的
土
地
所
有
（
領
主
三
保
有
繋
関
係
）
を

も
っ
て
市
民
革
命
に
よ
っ
て
麗
棄
さ
る
べ
き
封
建
的
土
地
所
有
の
唯
一
の
形
態

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
領
主
的
土
地
所
有
の
一
定
の
解
体
の
上

に
成
立
し
た
地
主
的
土
地
所
有
（
地
主
驕
小
作
関
係
）
を
も
っ
て
、
こ
の
段
階

に
お
け
る
封
建
的
土
地
、
霊
鑑
の
核
心
と
み
る
も
の
で
あ
る
。
聖
霊
の
主
張
を
い
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ま
少
し
詳
し
く
説
明
し
よ
う
◇

ま
ず
・
笙
の
下
思
・
西
〒
。
・
パ
の
露
革
命
・
ぢ
わ
け
フ
ラ
ン

ス
華
命
に
お
い
て
、
地
主
翻
の
廃
棄
が
農
業
1
1
土
地
問
題
の
中
心
課
題
と
な
っ

て
お
ら
ず
、
地
主
制
は
革
命
後
も
広
汎
に
存
続
し
た
と
い
う
史
実
認
識
か
ら
掲

発
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
主
的
土
地
所
有
の
存
在
自
体
は
認
め
る
が
、

し
か
し
そ
れ
を
封
建
的
土
地
所
有
の
範
疇
に
は
含
め
ず
、
ま
た
絶
欝
王
政
に
置

有
な
土
地
制
度
と
も
考
え
な
い
。
地
主
捌
下
の
小
作
農
（
小
借
地
農
）
が
支
払

う
地
代
は
、
　
「
資
本
論
』
に
お
け
る
封
建
地
代
か
ら
資
本
主
義
地
代
へ
の
「
過

渡
形
態
」
に
相
当
す
る
と
さ
れ
、
地
主
的
土
地
所
有
は
、
本
来
の
封
建
酌
土
地

所
有
と
近
代
的
土
地
所
有
と
の
中
闘
段
階
を
な
す
半
封
建
的
一
－
過
渡
的
土
地
所

有
と
規
定
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
れ
に
反
し
て
、
第
二
の
見
解
は
、
地
主
的
土
地
所
有
を
、
絶
対
王
致
の
固

有
な
基
礎
を
な
す
封
建
的
土
地
所
有
と
規
定
す
る
。
そ
れ
が
封
畑
瀬
た
る
理
由

は
、
地
主
が
小
作
農
か
ら
利
潤
旗
雲
の
成
立
を
阻
止
す
る
ま
で
の
高
率
小
作
料

を
、
獲
麟
的
に
収
取
し
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
毒
心
も
、
西
ヨ
ー
ロ

ヅ
パ
の
市
民
革
命
に
お
い
て
、
地
主
の
土
地
所
有
を
小
作
農
に
無
償
で
分
与
す

る
と
い
う
形
で
地
主
制
が
廃
棄
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
認
め
る
、
し
か
し
、
第

一
の
見
解
が
、
地
主
制
と
領
主
欄
と
を
無
関
係
に
論
じ
て
い
る
点
を
批
判
し
、

地
主
に
よ
る
高
率
小
作
料
の
収
取
は
、
領
主
琵
保
有
農
闇
の
封
建
的
支
配
隷
属

閣
係
に
媒
介
さ
れ
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
．
こ
の
立
場
よ
り
す
れ

ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
・
命
に
お
け
る
領
主
的
土
地
所
有
－
一
封
建
的
諸
権
利
の
無
償
廃

棄
と
、
僧
族
教
会
領
お
よ
び
亡
命
貴
族
領
の
没
収
1
1
再
分
配
と
は
、
地
主
制
を

ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ

基
本
的
に
廃
棄
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
相
反
す
る
見
解
の
う
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
一
体
い
ず
れ
を
正
し

い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
明
治
維
新
に
お
け
る
土
地
改
革
の
性

格
お
よ
び
意
義
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
関
連
し
て
、
充
分
な
検
討
を
要

す
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
解
明
の
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
市
晟
革
命
前
夜

に
お
け
る
各
国
の
地
主
制
の
具
体
的
存
在
形
態
が
、
領
主
制
と
の
関
連
に
お
い

て
一
層
厳
密
に
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
の
地
主
制
が
、
・
革
命

の
過
程
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
変
容
を
蒙
っ
た
か
が
、
よ
り
立
ち
入
っ

て
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
・
な
ら
・
な
い
。
と
い
う
の
は
、
市
民
革
命
に
お
い
て
地
主

制
に
関
す
る
課
題
が
い
か
な
る
形
で
鍵
起
さ
れ
る
か
は
、
当
該
国
家
に
お
け
る

地
主
翻
の
歴
史
的
n
社
会
的
性
格
の
如
何
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
さ
き
の
二
つ
の
見
解
が
い
ず
れ
も
主
要
な

典
拠
と
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
場
合
に
考
察
の
欝
象
を
ひ
と
ま
ず
限
定
し
、

こ
れ
ら
の
問
題
に
接
近
を
試
み
た
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
地
主
制
の
歴
史
的
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

楕
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
稿
で
か
な
り
詳
し
く
論
じ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
地
主

制
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
の
関
連
に
力
点
を
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
際
、
分

析
の
焦
点
は
、
e
領
主
的
土
地
所
有
珪
封
建
的
諸
権
利
の
無
償
廃
棄
は
地
主
制

に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
有
し
た
か
、
⇔
僧
族
教
会
傾
お
よ
び
亡
命
貴
族
領

ユ21 （793）



の
没
収
と
売
却
は
、
地
主
制
に
蝉
し
て
ど
の
程
度
の
打
撃
を
与
え
た
か
、
の
二

点
に
合
わ
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
さ
き
の
二
つ
の
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

が
著
し
く
異
な
っ
た
評
価
を
下
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

①
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
、
桑
原
武
夫
編
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
』
序

　
論
、
第
三
章
、
河
野
健
二
編
『
資
本
主
義
へ
の
道
篇
第
一
・
第
圏
章
等
に

　
展
附
さ
れ
た
、
河
野
健
二
、
上
山
春
平
両
氏
の
見
解
で
あ
る
。

②
　
最
も
包
括
的
な
も
の
と
し
て
は
、
遠
藤
輝
明
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
い
わ

　
ゆ
る
『
地
主
的
土
地
所
有
』
に
つ
い
て
」
　
（
門
歴
程
」
　
九
五
）
、
岡
「
ブ

　
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と
地
主
制
」
（
「
麗
研
三
二
二
五
）
が
あ
る
。
な
お
、
大
塚

　
久
雄
、
高
概
幸
八
郷
、
害
岡
昭
彦
の
諸
氏
は
、
地
主
綱
も
し
く
は
審
鷹
地

　
主
制
を
も
つ
て
絶
対
王
政
の
固
有
な
悲
礎
を
な
す
封
建
酌
土
地
所
有
開
係

　
と
規
定
し
な
が
ら
、
そ
の
地
主
制
が
い
つ
、
い
か
な
る
仕
方
で
消
滅
す
る

　
か
に
つ
い
て
怯
、
明
確
…
に
述
べ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
立
場
を
首
尾
…

　
貫
さ
せ
る
た
め
に
は
、
絶
鰐
王
政
の
崩
壊
1
1
衛
民
革
命
に
際
し
て
、
寄
生

　
地
主
制
の
廃
棄
が
企
図
さ
れ
た
こ
と
を
、
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

　
あ
ろ
う
。
例
え
ば
高
嬌
幸
八
郎
「
地
主
酌
土
地
所
有
と
商
品
生
産
」
　
（
高

　
橋
・
宵
島
編
『
養
蚕
業
の
発
達
と
地
主
制
』
所
収
）
第
四
・
第
七
節
参
照
。

③
拙
稿
「
ア
ソ
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
末
期
の
分
益
小
作
農
に
つ
い
て
」

　
（
『
藤
洋
史
学
』
四
三
）
、
　
「
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
地
主
制
の
諸
類
型
」

　
（
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
五
．
○
）
。
北
部
の
定
額
小
作
制
に
つ
い
て

　
は
、
遅
塚
忠
躬
「
ア
ソ
シ
ア
ソ
・
レ
ジ
ー
ム
に
於
け
る
大
借
地
農
の
成
立

　
と
そ
の
基
本
二
二
」
（
『
祉
会
科
学
研
究
』
｝
○
ノ
六
）
が
、
研
究
の
現
段

　
智
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
私
は
、
遅
塚
氏
と
は
異
な
っ
て
、
大
借
地
農

　
を
も
封
建
領
主
制
と
基
本
約
に
鑓
課
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

④
ブ
ゴ
ッ
ク
、
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
を
初
め
と
し
て
一
般
に
フ
ラ
ン
ス
史
学
に

　
お
い
て
は
、
地
主
的
土
地
所
有
の
性
裕
を
歴
史
的
に
い
か
に
規
定
す
べ
き

　
か
と
い
う
問
題
意
識
は
存
在
し
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
彪
大
な
実
証
研
究

　
の
成
果
は
、
後
段
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
地
主
的

　
土
地
所
有
に
本
質
的
変
更
を
加
え
な
か
っ
た
こ
と
を
、
明
聾
し
て
い
る
よ

　
う
に
見
え
る
。
　
o
瞥
○
・
冒
Φ
囲
。
σ
く
目
ρ
ρ
蝦
。
。
り
甑
O
屋
簿
α
q
窮
騨
。
ω
ρ
貿
ゆ
。
ヨ
℃
ω

　
審
冨
日
①
羅
⑦
霞
噌
b
。
。
a
。
δ
鰹
、
娼
℃
』
占
ω
土
煙
．
じ
d
δ
。
戸
び
①
。
。
8
舜
？

　
菖
冨
ω
o
ユ
σ
Q
ぎ
碧
×
α
¢
一
．
巴
簿
。
騨
①
建
同
巴
。
蹄
窪
の
巴
ω
ρ
蓉
5
、
側
蝕
■

　
駈
り
総
．
℃
や
μ
㎝
餅
卜
⊃
幽
①
一
ぴ
）
ミ
尋
（
河
野
健
二
ほ
か
訳
『
フ
ラ
ン
ス
農
村
史
の

　
基
本
性
格
』
　
二
（
）
五
、
　
一
章
三
論
パ
ー
…
レ
島
田
貝
）
。

廟
　
地
主
制
の
基
本
的
性
格

　
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
地
主
制
の
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
わ
れ

わ
れ
は
あ
ら
か
じ
め
、
革
命
前
夜
に
お
け
る
地
主
制
の
存
在
形
態
を
概
観
し
、

革
・
命
の
土
地
問
題
と
し
て
い
か
な
る
課
題
が
提
起
さ
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に

し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
地
主
制
と
い
う
欝
葉
の
こ
こ
で
の
意
味
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

本
稿
で
地
主
制
と
い
う
の
は
、
土
地
の
事
実
上
も
し
く
は
法
律
上
の
所
有
着
が
、

そ
の
土
地
の
全
部
ま
た
は
大
部
分
を
、
直
接
経
営
す
る
こ
と
な
し
に
定
期
借
地

契
約
に
よ
っ
て
他
人
に
貸
与
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
一
定
量
の
賃
貸
料
（
小
作

料
）
を
収
取
す
る
、
と
い
う
土
地
所
有
形
態
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
目
的
に
利

用
さ
れ
る
土
地
所
有
が
地
主
醗
土
地
所
有
で
あ
る
。
領
主
制
（
領
主
1
1
保
有
農

122　（794）
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関
係
）
と
対
比
し
た
場
A
口
の
地
主
制
（
地
主
嚢
小
侮
関
孫
）
の
基
本
的
特
徴
は
、

策
一
に
、
直
接
生
産
煮
た
る
農
民
が
前
藩
の
場
合
の
ご
と
く
事
実
上
の
土
地
所

有
者
（
下
級
所
有
権
の
保
持
春
も
し
く
は
世
襲
土
地
保
有
藩
）
で
は
な
く
、
単

に
土
地
の
用
益
権
を
一
定
期
年
譲
渡
さ
れ
る
借
地
人
に
す
ぎ
な
い
点
で
あ
り
、

第
二
に
、
そ
れ
と
直
接
関
連
し
て
、
農
罠
か
ら
の
剰
余
労
働
の
収
取
が
、
基
本

的
に
は
、
経
済
外
的
強
制
に
媒
介
さ
れ
て
で
は
な
く
、
土
地
の
貸
借
と
い
う
私

的
契
約
関
係
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の

観
点
よ
り
す
れ
ぽ
、
小
作
経
営
の
対
象
を
な
す
土
地
が
、
領
主
本
領
地
ほ
。
。
2
〈
。

民
保
有
地
な
昌
毎
霧
の
転
化
形
態
と
し
て
の
南
民
酌
土
地
所
有
で
あ
る
か
は
何

ら
問
題
で
な
い
の
で
あ
っ
て
、
両
藤
は
等
し
く
地
主
的
±
地
所
有
に
含
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
地
主
的
土
地
断
有
は
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
の
前
夜
に
い
か
な
る
規
模
に
わ
た
っ
て
展
開
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

点
を
全
圏
に
つ
い
て
確
定
す
る
こ
と
は
勿
論
で
き
な
い
が
、
い
ま
若
干
の
地
域

に
お
け
る
、
土
地
所
有
の
社
会
各
層
へ
の
分
布
か
ら
そ
れ
を
推
定
す
る
と
、
ほ

ぼ
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
僧
族
、
貴
族
、
市
民
お
よ
び
農
民
の
所
有

地
の
う
ち
、
地
主
的
土
地
所
有
に
念
ま
る
べ
き
前
三
者
の
所
有
地
は
、
大
づ
か

み
に
い
っ
て
北
部
の
先
進
地
帯
で
は
総
所
有
地
の
五
五
－
六
五
％
に
達
し
て
お

り
・
中
南
西
部
の
後
叢
帯
で
も
そ
の
四
亨
五
五
％
を
占
め
て
い
鯉
詳
し

く
は
後
掲
簾
1
表
参
照
）
。
　
こ
れ
は
文
字
通
り
概
算
に
す
ぎ
な
い
が
、
革
命
前

夜
に
地
主
的
土
地
所
有
が
農
民
的
土
地
所
有
（
自
作
経
営
）
に
匹
敵
す
る
ほ
ど

広
汎
に
展
開
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
充
分
推
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
点
を
前
提
し
た
上
で
、
次
に
地
主
制
の
歴
史
的
性
格
を
そ
の
下
に
お

け
る
小
作
農
の
性
格
如
何
と
い
う
角
度
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の

際
ま
ず
、
北
部
先
進
地
帯
に
支
配
酌
な
定
額
小
作
制
禦
讐
狂
σ
q
。
と
中
・
南
・

西
部
の
後
進
地
帯
に
支
配
的
な
分
益
小
作
制
ヨ
黛
3
．
ρ
σ
q
。
と
の
区
別
に
注
目
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
小
作
制
度
は
、
単
に
小
作
料
収
取
形
態
の

差
異
を
蓑
わ
す
だ
け
で
な
く
、
小
作
経
営
の
駄
会
酌
性
格
の
明
瞭
な
差
異
を
示

し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
れ
に
立
脚
す
る
地
主
約
土
地
所
有
の
歴
史

的
性
格
の
差
異
を
も
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
・
小
作
農
の
経
窺
轡
つ
い
て
い
え
ば
・
い
ず
れ
の
小
作
形
蒙
支

配
的
な
地
域
に
お
い
て
も
経
営
彌
積
は
極
め
て
多
様
で
あ
り
、
ほ
ぼ
四
〇
ヘ
ク

タ
ー
ル
以
上
の
大
規
模
借
地
経
営
、
一
〇
i
四
〇
ヘ
ク
タ
…
ル
の
中
規
模
小
作

経
営
、
一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
小
規
摸
小
作
経
営
の
三
つ
の
タ
イ
プ
が
明
ら

　
　
　
　
　
　
③

か
に
識
別
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
経
営
根
互
の
比
率
は
、
定
額
小
作

制
地
域
と
分
益
小
作
制
地
域
と
で
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
荊

看
に
紅
い
て
は
小
作
経
営
規
模
の
分
化
が
一
厨
著
し
く
、
経
営
数
に
お
い
て
は

小
規
模
経
営
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
、
経
営
面
蹟
に
お
い
て
は
大
規
模
経
営
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

総
小
作
地
の
半
ば
以
上
を
占
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
に
は
、
中

規
模
経
営
の
占
め
る
比
重
が
は
る
か
に
凌
ぎ
く
、
大
規
模
経
営
と
小
規
模
経
営
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と
へ
の
分
化
が
相
対
的
に
未
発
展
で
あ
る
．
、
し
か
し
な
が
ら
、
定
額
小
作
農
と

分
益
小
作
農
と
の
経
済
的
発
展
度
の
差
を
最
も
よ
く
示
し
て
い
る
の
は
、
小
作

農
が
所
有
す
る
経
営
資
本
（
家
畜
お
よ
び
農
具
）
の
最
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

大
規
皇
室
営
農
を
も
含
め
て
分
量
小
作
濃
が
一
般
に
そ
の
経
営
資
本
の
大
部
分

を
地
主
か
ら
賃
借
り
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
中
規
模
以
上
の
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

額
小
作
農
は
、
原
則
と
し
て
経
営
資
本
を
自
ら
所
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ

う
し
た
中
規
模
お
よ
び
大
規
模
な
定
額
小
作
農
の
中
か
ら
、
多
数
の
雇
傭
労
働

を
駆
使
す
る
借
地
農
業
資
本
家
が
不
断
に
分
幽
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
土
地
所
有
の
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
定
額
小
作
制
地
域
に
お
い
て

は
、
近
代
的
土
地
所
有
（
近
代
的
地
主
翻
資
本
家
的
借
地
農
関
係
）
が
し
だ
い

に
優
勢
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
分
益
小
作
制
地
域
に
お
い
て
は
、

半
封
建
的
1
1
過
渡
的
土
地
所
有
（
寄
生
地
主
1
1
小
作
農
関
係
）
が
な
お
支
配
的

形
態
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
次
に
、
こ
の
よ
う
な
小
作
経
営
の
性
格
の
差
異
を
、
小
作
農
負
担
の
角
度
か

ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
小
作
農
負
担
の
墓
軸
を
な
す
小
作
料
に
つ
い
て

い
え
ば
、
慈
愛
小
作
の
場
合
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
生
産
物
の
二
分
の
一
と

い
う
高
率
現
物
小
作
料
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
定
額
小
作
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

会
に
は
、
事
情
は
や
や
複
雑
で
あ
っ
て
、
貨
幣
小
作
料
が
支
配
的
な
地
域
（
ノ

ー
ル
県
㎝
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
、
パ
リ
申
田
部
、
セ
ー
ヌ
・
エ
・
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ル
ス
眼
㌍
ガ
テ
4
ネ
勧
～
方
）
と
現
物
小
作
料
が
猟
脈
馬
刀
な
楠
鴛
概
ρ
ノ
…
ル
県
エ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

一
・
カ
ソ
ブ
レ
ジ
地
方
）
、
さ
ら
に
三
春
が
混
在
す
る
地
域
（
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
）

が
並
存
し
て
い
た
。
ま
た
小
作
料
の
水
準
も
決
し
て
一
律
で
は
な
く
、
生
塵
物

の
六
分
の
一
な
い
し
五
分
の
一
（
フ
ラ
ン
ド
ル
）
か
ら
そ
の
三
分
の
一
（
カ
ソ
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

レ
ジ
）
ま
で
謹
め
て
多
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
に
小
作
農
は
、
通
例
地
主
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

し
て
種
々
の
貢
租
（
一
定
量
の
穀
物
、
家
禽
、
飼
料
、
あ
る
い
は
貨
幣
）
と
賦

役
と
を
、
小
作
料
分
追
加
分
と
し
て
給
付
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
小
作
料
部

分
だ
け
を
取
り
出
し
て
み
れ
ば
、
生
産
物
の
一
定
額
に
固
定
さ
れ
、
し
か
も
次

第
に
貨
幣
形
態
を
と
り
つ
つ
あ
っ
た
定
額
小
作
料
の
方
が
、
圧
倒
的
に
物
納
の

折
半
小
作
料
よ
り
も
、
小
作
経
営
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
余
地
を
は
る
か
に

多
く
の
こ
し
て
い
た
、
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
小
作
農
負
担
と
し
て
は
、
上
述
の
地
主
に
魁
す
る
も
の
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

他
に
、
領
主
に
対
す
る
封
建
地
代
、
教
会
十
分
の
一
税
、
お
よ
び
国
王
租
税
の

負
担
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
封
建
地
代
と
十
分
の
一
算
と
は
、
通
例
定

額
小
作
の
場
合
に
は
小
作
農
が
全
額
を
負
僻
し
、
分
権
小
作
の
丁
合
に
は
地
主

と
小
作
農
と
が
折
半
負
損
し
た
が
、
国
王
租
税
は
い
ず
れ
の
小
作
形
態
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
も
、
小
作
農
が
そ
の
全
額
を
支
払
う
の
を
通
則
と
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ

ら
の
諸
負
担
の
水
準
も
ま
た
極
め
て
多
様
で
あ
る
が
、
釣
建
地
代
・
十
分
の
一

税
は
そ
れ
ぞ
れ
収
益
の
三
一
四
％
（
セ
ー
ヌ
・
瓜
・
マ
ル
ヌ
県
）
か
ら
八
－
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

％
（
ノ
ー
ル
県
）
を
占
め
、
ま
た
爾
王
租
税
は
小
作
料
の
四
分
の
一
か
ら
三
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
一
（
ノ
ー
ル
県
、
セ
…
ヌ
・
エ
・
マ
ル
ヌ
県
）
を
占
め
て
い
た
と
す
る
な
ら
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ば
、
小
作
農
負
握
が
こ
れ
ら
小
作
料
以
外
の
諸
貢
租
負
担
に
よ
っ
て
、
著
し
く

加
重
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
疑
い
を
い
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で

私
が
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
定
額
小
作
の
場
合
に
は
、
封
建
地
代
・
十
分

の
一
疋
・
国
王
租
税
等
の
固
有
の
意
味
に
お
け
る
封
建
的
諸
負
撫
が
、
小
作
農

負
擾
の
か
な
り
大
き
な
部
分
を
占
め
、
時
に
は
地
主
に
支
払
わ
れ
る
小
作
料
部

分
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
水
準
に
達
し
た
と
み
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
享
益
小
作
の

場
合
に
は
、
生
産
物
の
半
ば
を
超
え
る
小
作
料
が
小
作
農
負
担
の
圧
倒
的
部
分

を
形
づ
く
っ
て
い
た
、
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
を
、
さ
き

の
小
作
経
営
の
発
展
度
の
差
と
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
地
主

制
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
課
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
う
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、
小
作
料
水
準
の
傾
向
的
低
下
に
伴
っ
て
、
小
作

農
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
と
そ
の
近
代
的
両
極
分
解
が
急
速
か
つ
広
汎
に
進
行

し
つ
つ
あ
っ
た
定
額
小
作
制
地
域
に
お
い
て
は
、
地
主
一
小
作
関
係
の
自
由
な

展
開
を
さ
ま
た
げ
て
い
る
封
建
的
領
主
制
的
土
地
所
有
規
範
の
廃
園
の
み
が
必

要
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
高
率
現
物
小
作
料
の
存
在
の
た
め
に
、
小
作

農
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
て
い
た
分
自
小
作
制
地
域
に
お

い
て
は
、
そ
の
後
進
性
の
故
に
、
単
な
る
領
主
制
的
収
奪
の
廃
止
を
こ
え
て
、

地
主
制
的
収
奪
そ
の
も
の
を
軽
減
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
、
と
。

　
以
上
、
革
命
前
夜
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
地
主
制
の
基
本
的
性
格
を
、
北
部
先

進
地
帯
に
お
け
る
、
近
代
酌
土
地
所
有
繕
借
地
関
係
に
急
速
に
転
化
し
つ
つ
あ

る
半
封
建
的
媒
過
渡
酌
土
地
所
有
と
、
中
・
陶
・
酒
部
の
後
進
地
帯
に
お
け
る
、

よ
り
停
滞
的
・
間
切
的
な
半
封
建
酌
琵
過
渡
的
土
地
所
有
と
の
並
存
と
し
て
と

ら
え
、
さ
ら
に
地
主
制
に
関
す
る
課
題
と
し
て
、
封
建
領
主
酌
土
地
所
有
の
廃

棄
と
地
主
制
的
収
奪
（
高
率
小
作
料
）
の
制
限
と
の
二
つ
が
提
起
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
次
に
地
主
制
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
の
関
連
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
。

④
　
主
と
し
て
、
冒
鼠
。
σ
＜
邑
ρ
男
ひ
唱
鍵
鉱
鉱
9
浸
伽
①
㌶
鷲
。
鷲
ま
蒜
簿
α
⑦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
一
、
霞
覧
。
津
舞
δ
昌
｛
9
臼
鼠
警
。
ω
帥
蜀
訪
謬
自
①
呪
≧
μ
9
窪
幻
£
一
B
ρ
国
窪
9
。
。

　
。
。
霞
罫
勾
ひ
く
．
h
野
這
㎝
《
℃
℃
．
b
の
帰
①
凸
卜
⊃
b
⊃
●
に
整
理
・
要
約
さ
れ
た
土
地

　
所
有
分
布
の
数
量
約
研
究
成
果
に
よ
る
。

②
　
具
体
的
分
析
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
お
よ
び
遅
塚
前
掲
論
文
参
照
。

③
こ
の
経
當
面
積
の
区
分
は
あ
く
ま
で
も
一
応
の
悲
準
に
す
ぎ
な
い
。
経

　
営
の
集
約
度
が
高
い
フ
ラ
ン
ド
ル
な
ど
で
は
こ
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
を
大

　
経
営
と
み
な
し
う
る
し
、
逆
に
、
地
味
貧
瘡
な
パ
・
ボ
ア
ト
ゥ
で
は
、
六

　
〇
ヘ
ク
タ
…
ル
ま
で
を
由
」
規
模
経
営
に
ム
凶
め
か
い
け
れ
ば
か
略
ら
か
噛
い
。

④
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、
梱
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♂
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ρ
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。
。
b
。
．
お
よ
び
、
前
掲
拙
稿
「
ア
ン
シ
ア
ソ
・
レ

　
ジ
ー
ム
末
期
の
分
益
小
作
農
に
つ
い
て
」
九
一
一
〇
頁
参
照
。
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仁
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⑪
封
建
地
代
が
課
せ
ら
れ
る
の
は
か
っ
て
の
農
罠
保
有
地
が
小
作
地
化
さ

　
れ
る
場
食
だ
け
で
あ
り
、
領
主
本
領
地
の
小
作
の
場
合
に
は
こ
れ
は
問
題

　
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
後
者
の
場
合
に
は
、
小
作
料
が
そ
の
分
だ
け
増
徴

　
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
　
o
鴎
’
び
①
澄
σ
＜
H
ρ
ピ
①
ω
℃
ゆ
団
ω
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話
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z
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刈
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よ
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前
掲
拙
稿
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ア
ン
シ
ア
ソ
・
レ
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ー
ム
末
期
の
分
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小
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つ
い
て
」
一
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ー
一
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照
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O
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ρ
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。
び
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●
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び
。
h
・
ヲ
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戦
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㍉
」
窪
零
》
．
。
・
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。
・
含
劉
〇
三
．
も
℃
。
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葦
葺
ρ
〇
三
）
お
巳
。
さ

　
o
℃
．
o
洋
ご
ワ
縛
朝
N
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

二
　
封
建
的
諸
権
利
の
廃
棄
と
地
主
制

　
本
節
で
は
、
封
建
的
諸
権
利
U
領
主
的
土
地
所
有
の
無
償
廃
棄
の
結
果
、
前

述
の
小
作
農
負
担
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
か
が
検
討
さ
れ
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
、
録
建
酌
諸
権
利
書
。
詳
・
。
獄
。
畠
雰
¢
Z
の
』
廃
棄
が

は
じ
め
て
立
法
化
さ
れ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
七
八
九
年
八
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

1
十
一
日
に
憲
法
制
定
議
会
が
可
決
し
た
「
封
建
制
の
廃
棄
に
関
す
る
法
令
偏

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
令
は
封
建
的
諸
権
利
・
諸
義
務
の
う
ち
、
領
主

制
的
賦
役
、
製
粉
場
・
パ
ソ
焼
き
が
ま
の
使
用
強
制
権
σ
蜜
回
巴
穽
傍
、
　
領
主
裁

潤
権
等
の
人
格
的
隷
属
に
由
来
す
る
諸
権
利
と
、
教
会
十
分
置
一
二
と
を
無
償

で
廃
止
し
、
声
明
に
す
べ
て
の
封
建
地
代
は
こ
れ
を
買
戻
し
う
る
も
の
と
定
め

た
が
、
し
か
し
十
分
の
一
画
に
つ
い
て
は
旧
所
有
岩
に
そ
の
代
償
が
与
え
ら
れ

る
ま
で
、
ま
た
封
建
地
代
に
つ
い
て
は
そ
の
買
戻
し
の
見
済
ま
で
、
負
損
者
は
支

払
い
を
継
続
す
べ
き
こ
と
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
小
作
農
は
、
領
主
に
対
す
．
る
．
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・

フランス革命における地主ll鐸1の問題（服部）

人
格
的
諸
義
務
か
ら
は
完
全
に
解
放
さ
れ
た
と
は
い
え
、
彼
ら
の
地
代
負
担
の

軽
減
は
さ
し
あ
た
り
全
く
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
。
次
い
で
、
翌
九
〇
年
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

十
四
日
－
二
十
二
臼
の
法
令
に
よ
っ
て
、
同
年
一
月
一
日
以
後
豊
職
者
は
貨
幣

で
俸
給
を
支
払
わ
れ
る
こ
と
（
第
二
条
）
、
　
そ
れ
故
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
十
分
の

一
税
の
徴
収
は
同
年
十
二
月
末
日
を
も
つ
て
終
る
べ
き
こ
と
（
第
三
条
）
、
　
が

定
め
ら
れ
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
小
作
農
は
封
建
醗
負
担
の
一
部
か
ら
解
放
さ
れ

る
か
に
見
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
法
令
は
、
十
分
の
一
税
の
廃
止
に
よ
っ
て
生

ず
る
剃
余
分
を
、
地
主
と
小
作
農
と
に
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
か
を
決
定
し
て

い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
憲
法
制
定
議
会
の
意
向
は
、
こ
の
剰
余
分
を
地
主
の

み
に
与
え
る
こ
と
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
九
〇
年
十
二
月
一
田
一

　
　
　
　
　
③

十
二
日
の
法
令
は
、
　
『
そ
の
収
穫
物
に
聖
俗
の
十
分
の
一
罪
が
諜
せ
ら
れ
て
い

た
土
地
の
定
額
小
作
農
お
よ
び
分
益
小
作
農
は
、
九
一
年
の
収
穫
の
中
か
ら
、

彼
ら
が
従
来
支
払
っ
て
い
た
十
分
置
一
税
の
価
値
を
…
地
主
に
薄
し
て
支
払
う

べ
き
こ
と
』
と
し
、
ま
た
当
該
小
作
地
が
国
有
化
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
圏

家
に
対
し
て
十
分
の
一
汗
を
支
払
う
こ
と
を
小
作
農
に
義
務
づ
け
た
。
さ
ら
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
れ
を
補
足
し
た
翌
九
一
年
三
月
十
一
日
－
四
月
十
日
の
法
令
に
お
い
て
は
、

前
年
四
月
十
四
日
の
法
令
公
海
以
前
に
小
作
契
約
を
結
ん
だ
小
作
農
は
、
そ
の

契
約
期
間
の
満
了
ま
で
十
分
の
一
笑
の
価
値
を
毎
年
貨
幣
で
地
主
に
納
付
す
べ

き
こ
と
（
第
一
・
八
条
）
、
　
た
だ
し
、
そ
れ
以
後
に
小
作
契
約
が
結
ば
れ
た
場

　
　
　
　
ゐ
　
　
　
も
　
　
　
マ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
へ

合
に
は
、
契
約
害
に
明
示
の
条
項
が
な
い
か
ぎ
り
、
地
主
は
小
作
農
に
対
し
て

十
分
置
一
翼
の
価
値
を
要
求
し
え
な
い
こ
と
（
纂
六
条
）
、
　
が
定
め
ら
れ
た
。

明
ら
か
に
こ
の
三
舎
は
、
単
に
現
行
の
小
作
契
約
に
つ
い
て
小
作
農
に
十
分
の

一
税
の
支
払
い
を
義
務
づ
け
る
だ
け
で
な
く
、
将
来
の
契
約
に
つ
い
て
も
地
主

が
そ
れ
を
徴
収
す
る
権
利
を
留
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
小
作
関
係
に
お
け
る
地
主
の
利
益
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
憲
法
制
定
議
会
の
r

意
図
は
、
租
税
の
支
払
い
に
関
す
る
小
作
農
の
義
務
規
定
の
中
に
も
、
は
っ
き

り
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
議
会
は
、
封
建
的
諸
権
利
の
廃
業
と
と
も
に
租
税
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
改
革
に
も
着
手
し
、
九
〇
年
十
一
月
二
十
三
日
…
十
二
月
一
日
の
法
令
に
よ

っ
て
、
暇
来
の
聖
王
租
税
に
か
わ
る
、
地
租
中
心
の
新
し
い
租
税
体
系
が
樹
立

さ
れ
た
。
こ
の
地
租
は
、
九
一
年
以
後
毎
年
議
会
に
よ
っ
て
そ
の
額
が
決
定
さ

れ
、
す
べ
て
の
土
地
所
有
に
書
し
て
そ
の
純
所
得
に
比
例
し
て
配
分
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
こ
の
法
令
は
、
小
作
経
営
の
場
合
そ
れ
を
誰
が
負
担

す
る
の
か
を
定
め
て
い
な
い
。
こ
の
点
が
決
定
さ
れ
た
の
は
、
前
述
の
九
一
年

三
月
十
一
日
の
法
令
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
法
令
に
よ
っ
て
、

九
〇
年
十
一
月
二
十
三
日
の
法
令
公
布
以
前
に
小
作
契
約
が
結
ば
れ
た
場
合
に

は
、
小
作
農
が
タ
イ
ユ
、
二
十
分
の
一
税
等
の
旧
租
税
を
契
約
期
間
満
了
ま
で

地
主
に
支
払
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
地
主
は
新
地
租
を
も
つ
ば
ら
負
擦
す
べ

き
こ
と
（
第
二
・
三
・
四
・
八
条
）
、
　
し
か
し
、
小
作
契
約
が
そ
れ
以
後
に
結

ば
れ
た
と
き
は
、
契
約
書
に
明
示
の
条
項
が
な
い
か
ぎ
り
、
小
作
農
は
地
租
の

い
か
な
る
部
分
を
も
地
主
に
対
し
て
支
払
わ
な
い
こ
と
（
第
七
条
）
、
　
が
定
め
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ら
れ
た
。
さ
ぎ
の
十
分
の
一
門
の
場
含
と
同
様
、
小
作
契
約
の
内
容
は
当
事
者

間
の
合
意
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
基
本
的
方
針
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
貫
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
憲
法
制
定
議
会
の
こ
の
よ
う
な
政
策
は
、
立
法
議
会
に
よ
っ
て
引
き
つ
が
れ
、

一
贋
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
。
八
月
十
日
の
革
命
直
後
に
採
決
さ
れ
た
九
二
年
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

月
二
十
五
日
一
工
十
八
日
の
法
令
は
、
以
前
の
法
令
に
よ
っ
て
買
戻
し
う
る
も

の
と
さ
れ
た
す
べ
て
の
封
建
的
諸
権
利
（
封
建
地
代
）
を
も
、
領
主
が
そ
の
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ

法
的
権
利
た
る
こ
と
を
立
証
し
な
い
か
ぎ
り
、
無
償
で
廃
棄
す
る
こ
と
を
命
じ

た
画
期
的
法
律
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
こ
の
同
じ
法
令
は
、
前
述
の
九
一
年
三

月
十
一
日
の
法
令
の
十
分
の
一
碧
に
関
す
る
規
定
を
。
窪
ω
遍
。
簿
①
・
。
闘
。
頃
9
σ
q
⑦
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

等
の
封
建
地
代
に
ま
で
拡
大
し
て
、
現
行
の
小
作
契
約
に
つ
い
て
は
小
作
農
が

契
約
満
了
ま
で
封
建
地
代
を
地
主
に
支
払
い
つ
づ
け
る
こ
と
を
命
じ
、
ま
た
将

来
の
契
約
は
つ
い
て
は
地
主
と
小
作
農
の
間
の
取
り
き
め
に
ま
つ
こ
と
と
し
た

（
第
一
四
条
）
。
　
そ
し
て
こ
の
規
定
は
、
封
建
的
諸
権
利
阻
領
主
的
土
地
所
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
全
面
的
に
廃
棄
し
た
か
の
九
三
年
七
月
牽
七
臼
の
法
令
に
お
い
て
す
ら
、
何

ら
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
山
岳
派
国
斑
公
会
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
初
期
に

お
い
て
ほ
、
小
作
料
そ
の
も
の
を
廃
棄
あ
る
い
は
軽
減
し
な
か
っ
た
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
、
か
つ
て
の
封
建
的
諸
負
担
が
、
小
作
料
の
新
た
な
追
加
分
と
し
て
徴

収
さ
れ
る
の
を
、
阻
愛
す
る
描
置
す
ら
講
じ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
見
落
し
て
、

封
建
醗
諸
権
利
の
無
償
廃
棄
の
結
果
、
小
作
農
負
損
が
い
わ
ば
唐
動
的
に
軽
減

さ
れ
た
か
の
よ
う
に
説
く
わ
が
国
の
通
誕
は
、
誤
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
さ
て
、
以
上
の
立
法
過
程
に
対
応
し
て
、
地
主
H
小
作
関
係
は
こ
の
時
期
に

い
か
な
る
進
化
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
5
か
。
若
干
の
指
標
を
あ
げ
て
み
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ま
ず
南
西
部
の
ラ
ン
ド
漿
で
は
、
九
ム
年
お
よ
び
九
二
年
の
収
穫
期
に
地
主
が

廃
止
さ
れ
た
十
分
の
一
撮
を
聖
職
藩
に
代
っ
て
徴
収
し
よ
う
と
し
た
時
、
分
益

小
作
農
は
各
地
で
そ
の
支
払
い
を
拒
否
し
て
蜂
起
し
た
。
し
か
し
、
九
三
年
二

月
に
秩
序
が
回
復
さ
れ
た
後
は
、
小
作
農
は
個
別
的
に
地
主
の
譲
歩
を
か
ち
と

ら
な
い
か
ぎ
り
、
十
分
の
一
嘗
の
先
取
り
を
規
定
し
た
小
作
契
約
に
嗣
意
せ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
西
部
の
オ
・
ボ
ア
ト
ゥ
の
ボ
ヌ
イ
ユ
・
マ
ト
ゥ
ー
ル
村
に

お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
裁
判
所
の
介
入
を
必
要
と
し
た
と
は
い
え
、
地
主
は
分

益
小
作
農
か
ら
十
分
の
一
浴
を
徴
収
し
つ
づ
け
た
し
、
ま
た
中
部
の
ソ
！
ヌ
・

エ
・
ロ
ア
ー
ル
県
の
分
益
小
作
農
も
、
九
二
年
十
一
月
に
公
会
へ
提
出
さ
れ
た

　
⑩

諮
願
の
中
で
、
十
分
の
一
税
と
封
建
地
代
の
廃
止
以
来
、
貢
租
と
賦
役
が
増
徴

さ
れ
た
た
め
、
事
態
は
む
し
ろ
悪
化
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
最
も
極
端

な
の
は
、
ヨ
ソ
ヌ
県
サ
ン
・
マ
ル
タ
ソ
・
デ
・
シ
ャ
ン
村
の
場
合
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

九
三
年
八
月
に
提
撮
さ
れ
た
請
願
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
か
っ
て
は
地
主
と
小
作

農
と
が
十
分
の
一
税
と
テ
ラ
ー
ジ
ュ
を
折
半
負
担
し
て
い
た
の
に
、
今
で
は
そ

の
全
額
を
小
作
農
が
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

築
上
は
な
お
数
多
く
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
以
上
の
例
か
ら
も
、
十
分
の

一
襲
と
封
建
地
代
と
の
廃
棄
に
も
か
か
わ
ら
ず
九
三
年
夏
ま
で
小
作
農
の
負
担
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フランス革命におliる地主1副の問題（服蔀）

が
、
実
質
的
に
軽
減
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
充
分
推
察
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。

　
さ
て
、
九
三
年
七
月
以
後
、
封
建
的
諸
権
利
廃
棄
の
利
益
を
琳
実
上
地
主
に

の
み
帰
せ
し
ぬ
る
前
述
の
諸
法
令
に
反
対
し
て
、
多
数
の
講
願
が
公
会
に
寄
せ

ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
南
西
部
の
ジ
ェ
ー
ル
、
シ
ャ
ラ
ン
ト
、
ド
ル
ド
ー
ニ

ュ
の
諸
県
で
、
等
分
の
一
税
ま
た
は
地
主
制
無
識
秘
の
支
払
い
を
拒
否
す
る
小

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

作
農
の
騒
擾
が
起
つ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
革
命
政
府
は
つ
い
に
、
憲
法
制
定
議

会
以
来
の
一
貫
し
た
方
針
を
変
更
し
て
、
九
三
年
十
月
二
十
二
隔
（
共
和
暦
第

二
年
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
一
日
）
に
、
　
「
小
作
農
に
対
し
て
、
い
か
な
る
封
建
約
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

課
租
を
も
要
求
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
令
」
を
可
決
せ
し
め
た
。
こ
の
法
令

は
、
ま
ず
第
一
条
に
お
い
て
、
十
分
の
一
嵩
・
封
建
地
代
等
の
醤
建
的
諸
権
利

の
廃
棄
を
定
め
た
法
令
の
公
布
後
に
、
小
作
契
約
が
結
ば
れ
た
場
合
に
は
、
地

主
は
小
作
農
に
対
し
て
こ
れ
ら
の
諸
権
利
を
要
求
し
え
な
い
こ
と
を
定
め
た
後
、

次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
『
地
主
、
定
額
小
作
農
お
よ
び
分
益
小
作
農
が
、

糊
互
に
、
合
意
に
よ
り
、
収
穫
物
の
分
割
に
つ
い
て
で
あ
れ
租
税
の
支
払
い
に

つ
い
て
で
あ
れ
、
彼
ら
の
適
当
と
認
め
る
契
約
を
結
ぶ
権
利
は
、
そ
の
契
約
が

名
称
に
お
い
て
も
効
果
に
お
い
て
も
第
一
条
に
記
載
さ
れ
た
諸
権
利
と
全
く
無

関
係
で
あ
り
さ
え
ず
れ
ば
、
現
法
令
に
よ
っ
て
少
し
も
そ
こ
な
わ
れ
な
い
』

（
第
四
条
）
。
　
見
ら
れ
る
通
り
こ
の
法
令
は
、
小
作
契
約
の
自
由
を
原
鮒
的
に

維
持
し
つ
つ
、
小
作
濃
を
旧
来
の
封
建
的
負
担
か
ら
実
質
的
に
も
解
放
し
よ
う

と
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
法
令
の
規
定
は
、
し
ば
し
ば
還
し

く
理
解
さ
れ
ず
、
紛
争
の
種
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
国
魁
公
会
は
翌
九
四
年
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

月
十
四
日
（
共
和
崇
厳
二
年
ブ
レ
リ
ア
ル
ニ
幸
六
矯
〉
の
法
金
に
よ
っ
て
、
十

分
の
一
税
お
よ
び
封
建
地
代
の
廃
止
以
前
に
小
作
契
約
が
結
ぼ
れ
た
場
含
に
は
、

地
主
は
小
作
農
に
対
し
て
そ
れ
ら
の
貢
租
の
支
払
い
を
要
求
し
う
る
こ
と
を
改

め
て
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
総
裁
政
府
時
代
に
な
る
と
、
国
選
公
会
の
法
令
を

地
主
側
に
有
利
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
強
ま
り
、
九
六
年
十
一
月
十
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

臼
（
共
和
暦
第
五
年
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
ニ
十
七
日
）
の
法
令
に
よ
っ
て
、
地
主
が

か
つ
て
の
十
分
の
一
税
お
よ
び
封
建
地
代
部
分
を
徴
収
し
う
る
契
約
締
結
期
繍

の
下
限
が
、
前
述
の
九
三
年
十
月
二
十
二
口
の
法
令
ま
で
延
長
さ
れ
た
。
し
か

し
、
こ
れ
が
結
局
地
主
に
対
す
る
最
後
の
譲
歩
と
な
り
、
将
来
の
小
作
契
約
の

中
に
封
建
酌
諸
権
利
に
由
来
す
る
負
担
を
含
め
る
こ
と
を
禁
止
し
た
学
堂
派
公

会
の
法
令
の
規
定
は
、
革
命
家
も
生
き
つ
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。

　
し
か
し
、
以
上
は
あ
く
ま
で
も
小
作
農
の
封
建
約
負
担
に
関
す
る
立
法
措
置

で
あ
っ
て
、
小
作
農
が
実
際
に
こ
の
種
の
負
担
か
ら
解
放
さ
れ
た
か
否
か
は
、

改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
再
び
、
九
関
年
十
月
二
十
二
目

の
法
令
以
後
に
お
け
る
地
主
匹
小
作
関
係
の
進
展
を
簡
単
に
あ
と
づ
け
て
お
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

う
。
ま
ず
、
オ
・
ポ
ア
ト
ゥ
の
ボ
ヌ
イ
ユ
・
マ
ト
ゥ
ー
ル
村
で
は
、
総
裁
政
府

お
よ
び
執
政
政
府
の
時
期
に
、
地
主
が
小
作
料
の
ほ
ぼ
一
〇
1
一
二
％
を
占
め

る
十
分
の
一
税
を
徴
収
し
て
い
る
例
が
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
し
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だ
い
に
、
従
来
小
作
農
が
負
薪
し
て
い
た
地
租
を
、
地
主
が
負
担
す
る
代
償
と

い
う
意
味
を
も
つ
に
至
っ
た
。
第
一
帝
政
期
以
後
十
分
の
一
・
税
は
徐
々
に
小
作

契
約
か
ら
姿
を
消
し
、
あ
る
い
は
か
っ
て
の
地
主
先
取
分
と
区
別
し
え
な
く
な

る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
完
全
に
消
熱
す
る
の
は
七
月
王
政
下
に
お
い
て
で
あ

る
。
　
い
ま
、
こ
の
過
程
を
こ
の
村
最
大
の
小
作
地
日
ゆ
疹
三
・
号
く
竃
。
撃
墜

　
　
　
　
　
　
⑱

に
つ
い
て
み
る
と
、
一
七
九
八
年
の
折
半
小
作
契
約
は
一
七
八
四
年
の
小
作
契

約
の
約
二
倍
の
穀
物
を
地
主
が
先
取
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
お
り
、
十
分
の
一

三
が
小
作
料
に
転
化
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
～
八
〇
六
年
の
契
約
で
は

こ
の
地
主
先
取
分
が
再
び
一
七
八
四
年
の
水
準
に
引
き
さ
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
一

八
一
一
年
の
契
約
で
は
生
産
物
の
十
分
の
一
が
地
主
に
よ
っ
て
控
除
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
、
バ
・
ボ
ア
ト
ゥ
の
ガ
テ
ィ
ヌ
地
方
で
は
、
小
作
農
が

租
税
を
一
七
九
〇
年
の
課
税
額
だ
け
負
饗
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
十
分
の

一
税
と
封
建
地
代
と
は
共
和
暦
第
四
年
以
後
ほ
ぼ
完
全
に
廃
庇
さ
れ
る
簗
つ
た

が
、
地
主
に
対
す
る
現
物
お
よ
び
貨
幣
貢
租
と
賦
役
と
は
、
共
和
暦
第
十
年
に

お
い
て
も
一
七
五
〇
年
頃
に
比
し
て
軽
減
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
北
郁
の
フ

　
　
　
⑳

ラ
ソ
ド
ル
で
は
、
一
七
八
九
年
と
共
和
．
潜
第
十
二
年
と
で
、
土
地
の
賃
貸
価
格

に
大
差
が
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
小
作
農
の
封
建
的
負
担
は
小

作
料
の
増
徴
を
も
た
ら
す
こ
と
な
く
比
較
的
速
か
に
消
減
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
し
て
、
九
三
年
十
月
二
十
二
日
の
法
令
の
結
果
、
地

域
に
よ
り
遅
速
の
差
は
あ
る
に
し
て
も
、
小
作
農
負
担
が
多
か
れ
少
な
か
れ
軽

減
さ
れ
る
に
棄
つ
た
こ
と
は
、
疑
い
を
い
れ
な
い
で
あ
ろ
う
．

　
以
上
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
封
建
的
諸
権
利
阻
領
主
的
土
地
所
有
の
廃
棄
に

よ
っ
て
生
ず
る
利
益
（
剰
余
労
働
）
を
、
地
主
と
小
作
農
と
の
い
ず
れ
に
帰
属

さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
か
な
り
の
曲
折
を
へ
た
後
、
結
局
小
作
農
側
に
有

利
な
形
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
小
作
農
は
、
せ
い
ぜ

い
の
と
こ
ろ
封
建
地
代
お
よ
び
十
分
の
一
税
と
い
う
圏
有
の
意
味
に
お
け
る
郵

建
的
負
担
か
ら
解
放
さ
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
彼
ら
が
地
主
に
製
し
て
支
払
っ
て

い
た
本
来
の
小
作
料
と
、
小
作
料
の
追
加
型
と
し
て
収
取
さ
れ
た
私
的
貞
秘
お

よ
び
賦
役
と
は
、
革
命
に
よ
っ
て
い
さ
さ
か
も
軽
滅
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
、
封
建
的
諸
権
利
蜻
領
主
的
土
地
所
有
の
無
償
廃
棄
が
、
地
主
の
小

作
料
徴
収
権
を
何
ら
危
く
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
い
ま
や
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
封
建
的
諸
権
利
の
無
償
廃
棄
は
、
農
民
保
有
地
を
小
作
地
に
転
化
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
主
的
土
地
所
有
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
旧
領
．
主
層
の
意

図
を
完
全
に
阻
止
し
た
が
、
し
か
し
既
存
の
地
主
的
土
地
所
有
の
存
立
墓
碑
を

否
定
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
地
主
琵
小
作
関
係
を
領
主
鋼

的
規
範
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
定
額
小
作
制
と
分
益
小
作
制
と
に
共

通
の
課
題
を
解
決
し
た
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
分
益
小
作
制
地
域
に
お
い
て
捉

起
さ
れ
て
い
た
、
地
主
制
的
収
奪
そ
の
も
の
の
軽
減
と
い
う
．
課
題
は
、
領
主
制

の
廃
止
に
よ
っ
て
は
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
課
題
が
乗

解
決
の
ま
ま
の
こ
さ
れ
た
と
い
う
点
に
、
農
業
に
お
け
る
資
本
主
義
解
発
展
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フランス革命．における地斑｛鰐蹉〉問題（服．課）

の
促
進
と
い
う
視
角
か
ら
み
た
場
合
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
土
地
改
華
の
不
徹
殿

性
を
認
め
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、
そ
う
断
定
す
る
前
に
、
わ
れ

わ
れ
は
、
草
命
の
い
ま
一
つ
の
重
要
な
土
地
問
題
で
あ
る
国
有
財
産
の
売
却
が
、

地
主
的
土
地
駈
有
を
ど
の
よ
う
に
変
容
さ
せ
た
か
を
考
察
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
次
に
そ
の
検
討
に
移
る
こ
と
に
し
よ
う
。

①
　
9
切
．
○
葺
く
興
σ
q
δ
び
O
O
質
o
o
餓
。
冨
0
9
影
覧
簿
o
q
o
ω
δ
冨
”
二
伽
∩
δ
｛
ω
”

　
〇
三
〇
白
類
口
。
霧
㍉
仙
σ
q
ぎ
導
。
一
炉
露
騨
≦
。
。
自
5
0
0
H
巌
臨
∵
国
仲
暮
（
以
下
O
o
ザ

　
δ
9
昼
P
と
略
す
）
け
到
℃
や
ω
軒
舞
．

②
　
O
o
媒
Φ
o
諜
。
鋒
智
壁
H
℃
℃
．
同
刈
。
◎
I
H
刈
ρ

③
∩
＆
①
。
鉱
8
‘
幹
N
や
謡
．

④
O
巳
の
3
δ
p
砕
．
b
。
噂
や
ω
O
。
。
・

⑤
O
o
｝
冨
。
鋤
。
野
け
．
ρ
弓
「
ω
⑩
I
A
㎝
■

⑥
O
o
菌
。
¢
§
。
急
’
《
℃
や
田
圃
露
ω
ρ
ρ
。

⑦
O
O
濠
。
江
§
‘
¢
ρ
℃
℃
．
b
。
似
I
b
。
◎
な
お
、
こ
の
法
今
第
二
条
に
い
う

　
『
純
粋
に
土
地
に
関
す
る
、
封
建
的
な
ら
ざ
る
地
代
』
　
（
話
簿
①
ω
℃
護
甲

　
ヨ
⑦
艮
ざ
昌
9
ρ
，
㊦
。
・
興
ロ
。
諺
詠
。
儀
巴
①
ω
）
と
は
、
小
作
料
を
指
す
の
で
は

　
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
地
上
定
期
金
契
約
」
（
話
簿
Φ
ω
暁
O
⇒
鼠
曾
㊦
。
。
）
を
指
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
リ
　
　

ヤ
　
　

ヤ
　
　

ヘ
　
　

ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　

へ
　
　

ぬ
　
　

あ
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　

ヘ
　
　

へ
　
　

う
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
て
い
る
。
こ
れ
は
、
土
地
所
有
者
が
土
地
の
所
有
権
を
完
全
に
譲
騨
覆
し
て
、

　
そ
の
土
地
の
上
に
物
権
た
る
定
期
金
請
求
権
を
取
得
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
野
田
良
之
『
フ
ラ
ン
ス
法
概
論
』
上
の
②
、
騰
九
七
、
五
二
｝
頁
参
照
。

　
封
建
地
代
（
H
Φ
馨
Φ
ω
獄
。
畠
巴
Φ
ω
）
の
場
合
で
あ
れ
、
こ
の
地
上
定
期
金
の

　
場
合
で
あ
れ
、
土
地
の
下
級
所
有
権
（
帯
出
上
の
所
有
権
）
の
保
持
艦
が

　
そ
の
所
有
権
の
譲
渡
入
に
対
し
て
支
払
う
「
地
代
し
（
同
，
o
三
宅
）
と
、
土
地

　
の
．
単
な
る
使
規
収
益
権
の
保
持
者
が
土
地
の
所
有
権
者
に
対
し
て
支
払
う

　
　
「
借
地
料
」
（
鴨
窪
奉
σ
q
窪
）
と
は
、
巌
晶
晦
に
お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
の
韻
｝
像

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ゐ

　
以
上
に
明
碓
に
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
、
封
建
地
代
の
廃
止
が
描
地
料
を

　
含
ま
ぬ
ア
．
」
と
を
と
く
に
明
証
す
る
ま
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な

　
み
に
、
　
一
都
の
農
驚
が
封
建
地
代
と
嗣
二
視
し
て
い
た
と
さ
れ
る
「
分
益

　
地
代
」
（
器
算
。
讐
勲
3
・
碑
。
）
と
は
、
折
半
小
作
料
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

　
そ
れ
に
加
え
て
地
主
が
徴
収
す
る
種
々
の
現
物
あ
る
い
は
貨
幣
貢
租
を
指

　
す
。
　
o
h
び
。
♂
σ
／
．
同
P
の
戸
乞
。
。
餓
。
コ
頓
即
σ
q
養
鑓
・
o
も
・
こ
℃
℃
幽
δ
三
目
O
P
卜
3
、

　
回
一
邸
雷
幽
ω
．

⑥
〉
・
蒙
。
｝
回
霞
（
ご
轡
霧
ぽ
0
9
同
。
も
。
勲
σ
q
毒
貯
窃
（
δ
切
U
ρ
三
塁
。
一
回
嵩
O
μ
暮

　
一
畷
㊤
卜
⊃
噌
〉
ヨ
舅
一
〇
も
障
三
。
a
。
鳥
。
一
ρ
男
伽
く
噛
ゆ
ご
｝
㊤
b
っ
メ
℃
や
切
①
蒔
「
帆
刈
群

⑨
．
℃
．
冨
霧
。
。
少
Q
り
鉢
く
才
貧
μ
6
窃
α
①
冨
a
ヨ
。
帥
切
。
諺
回
窪
一
7
ジ
貯
8
錘
。
・

　
（
一
団
㊤
O
l
一
。
◎
も
Q
腿
Y
＞
謹
ピ
ぴ
帥
ω
胴
自
。
蜀
男
①
＜
．
跨
ご
尾
一
㎝
一
”
同
O
朝
O
o
”
℃
℃
．
①
ー
メ

⑭
。
搾
ぴ
①
h
。
σ
～
．
3
ρ
【
μ
窪
怠
§
。
。
潔
鎚
騨
。
笛
‘
や
ひ
。
8
■

⑪
簿
」
三
〔
r
℃
高
二
巴
朝
．

⑫
　
ノ
ー
ル
県
に
つ
い
て
は
、
ピ
魚
焦
）
～
．
轡
、
ρ
ド
。
¢
勺
3
、
㏄
田
屡
（
算
2
0
H
（
圃
・
ニ
ソ
・

，
蒔
O
ρ
　
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
に
つ
い
て
は
、
　
鵠
・
o
Q
o
餐
。
コ
o
P
囲
・
o
ヨ
σ
貯
図
9
σ
Q
o

　
（
す
瓢
。
。
す
ぽ
σ
q
δ
詳
鵠
は
⑦
機
瓢
。
塗
o
ρ
¢
区
！
刊
即
自
6
　
Q
・
δ
2
ρ
〉
コ
p
三
㏄
．
α
o

　
㌶
ヵ
仙
！
、
。
暁
一
，
ご
一
Φ
ω
μ
一
）
．
ω
｝
ρ
パ
・
ボ
ア
ト
ゥ
に
つ
い
て
は
A
　
ン
【
．
O
〔
τ

　
H
雰
気
押
い
。
み
σ
q
貯
δ
p
σ
Q
努
凶
お
簿
一
〇
も
。
喝
鋤
団
繋
ζ
屡
血
o
O
鋤
は
＝
o
ρ
＝
露
！
日
目
。

　
ω
協
巳
ρ
切
巳
一
胸
傭
。
㌶
Q
O
o
ρ
（
一
〇
〇
。
〉
コ
は
ρ
焦
a
肩
窪
O
①
一
、
○
自
㊦
簿
旧
納
＝
▼
H
り
研
餅

　
℃
℃
．
①
①
ρ
α
Q
o
押
参
照
。

⑪
．
ビ
Φ
諭
げ
！
、
触
P
（
々
二
〇
怨
陣
（
）
同
享
楽
塑
，
〔
二
驚
俵
ご
コ
ド
ご
一
…
一
一
P

⑭
O
o
｝
冨
。
二
§
‘
幹
ρ
℃
・
ω
9
．
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⑬
い
．
》
g
宙
ρ
鑑
§
諦
Φ
葦
伸
e
鱒
ρ
㌻
Q
。
録

⑯
O
o
｝
冨
6
ぼ
§
”
翼
．
P
℃
顧
卜
。
段
．

⑰
　
竃
9
器
少
。
や
9
ダ
唱
や
㊤
1
δ
曽
お
あ
ρ
卜
。
軒
卜
。
伊
卜
3
0
。
。

⑱
竃
p
・
。
・
罫
く
霞
Φ
欝
Φ
。
。
簿
。
。
Φ
の
凶
奏
犀
舞
¢
郎
号
欝
9
。
貯
①
箋
弩
巴
．
審

　
｝
．
〉
瓢
。
冨
雛
蜀
Φ
σ
q
一
ヨ
。
鋤
5
諸
。
轟
ρ
零
三
Φ
創
Φ
冒
範
簿
（
μ
ミ
？
μ
Q
。
島
）
－

　
お
㎝
ρ
唱
℃
■
お
⑦
－
お
ピ

⑩
O
鍵
霊
9
。
や
鼻
‘
唱
．
＄
㎝
b
①
P
①
。
。
賢
①
。
。
鱒
．

⑳
ピ
。
け
σ
＜
3
ピ
①
。
。
勺
塁
ω
窪
。
。
価
¢
法
。
巳
‘
℃
』
O
◎

三
　
国
有
財
産
の
売
却
と
地
主
制

　
国
有
財
産
の
売
却
が
地
主
的
土
地
所
有
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
は
、
第
ヴ

に
売
却
さ
る
べ
き
国
有
土
地
財
産
そ
の
も
の
の
規
模
に
よ
っ
て
、
第
二
に
そ
の

鼠
有
財
産
の
う
ち
地
主
お
よ
び
農
畏
が
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
部
分
を
獲
得
す
る

か
に
よ
っ
て
、
第
三
に
売
却
が
農
民
層
の
階
屠
分
化
を
ど
の
よ
う
に
変
化
さ
せ

る
か
に
よ
っ
て
、
決
定
さ
れ
る
。
本
節
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
近
ま
で

の
実
証
研
究
の
成
果
に
依
拠
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
諸
点
を
順
次
検
討
し
て
行
く

こ
と
と
し
た
い
。

　
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
國
【
家
に
没
収
さ
れ
、
国
有
土
地
財
産
と
さ
れ
た
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
僧
族
教
会
領
お
よ
び
反
革
命
亡
命
者
の
所
有
地
で
あ
っ
た
。

こ
の
う
ち
、
笠
島
教
会
領
の
面
積
は
、
ア
ソ
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
末
期
の
土
地

台
帳
や
課
税
台
帳
に
よ
っ
て
も
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
す
で
に
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
地
域
に
つ
い
て
確
定
さ
れ
て
い
る
が
、
亡
命
春
の
所
有
地
に
つ
い
て
ほ
、
分

有
財
巌
の
売
却
文
君
の
み
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
、
研
究
が
か
な
り
立
ち

遅
れ
て
い
る
。
い
ま
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
知
り
う
る
と
こ
ろ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

表
示
し
て
み
る
と
、
第
1
表
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
血
族
教
会
領

お
よ
び
亡
命
者
所
有
地
の
面
積
は
地
方
に
よ
っ
て
著
し
く
稲
嘱
し
て
お
り
、
国

有
財
産
の
地
域
的
分
布
は
極
め
て
不
均
等
で
あ
る
。
ま
ず
、
町
回
教
会
の
所
有

地
は
、
北
部
の
ノ
ー
ル
、
パ
・
ド
ゥ
・
カ
レ
、
エ
ー
ヌ
、
オ
ワ
ー
ズ
の
諸
県
と

葉
部
の
ム
ー
ズ
県
に
お
い
て
は
、
総
面
積
の
一
六
％
か
ら
二
二
％
に
達
し
て
お

り
、
中
部
の
ヨ
ン
ヌ
県
や
西
郎
の
サ
ル
ト
県
で
も
総
面
積
の
一
〇
％
以
上
を
占

め
て
い
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
　
セ
…
ヌ
・
ア
ソ
フ
ェ
リ
ュ
…
ル
、
　
セ
ー
ヌ
・

エ
・
マ
ル
ヌ
、
コ
ー
ト
・
ド
ー
ル
の
諸
県
で
は
、
そ
れ
は
七
・
五
－
九
％
程
度

を
占
め
る
に
す
ぎ
ず
、
さ
ら
に
中
部
、
南
部
の
諸
県
で
は
ほ
ど
ん
ど
四
％
を
出

て
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
僧
族
教
会
領
の
分
布
は
各
県
の
歌
誌
に
お
い
て
も

極
め
て
不
均
等
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
ノ
ー
ル
銀
に
つ
い
て
み
て
も
、
爾
部
の
カ

ン
ブ
レ
地
区
で
は
そ
れ
が
総
面
積
の
四
〇
％
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
に
反
し
て
、

北
部
の
ア
ー
ズ
ブ
ル
ー
ク
の
地
区
に
お
い
て
は
僅
か
六
・
四
％
を
占
め
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
次
に
、
亡
命
者
の
所
有
者
は
、
パ
・
ド
ゥ
・
カ
レ
、
セ
ー
ヌ
・

ア
ン
7
エ
リ
晶
：
ル
両
県
の
一
四
％
の
ご
と
く
、
北
部
に
お
い
て
大
き
な
割
合

を
占
め
て
い
る
が
、
僧
族
教
会
の
所
有
地
に
比
べ
て
全
般
的
に
は
る
か
に
低
率

で
あ
り
、
と
く
に
南
部
に
お
い
て
は
、
エ
ロ
ー
県
四
地
区
の
○
・
八
…
二
・
二
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フランス革命における地主｛擁の問題　（服部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　第1表　国有土地財産の総面積対比（％）

地 域 別

北

部

パ
リ
地
方

東
部

Nord県
　Bergues地区
　Hazebrouclc　tt

　Lille　it

　Douai　tt

　Le　Quesnoy　it

　Cambrai　it

　Valenciennes　n

　Avesnes　tt

Pas－de－Calais県
　Saint－Pol地区二

Aisne県
　Laon・地区

Oise県
　Beauvais地方
Seine－lnf6rieure　県

　Rouen　i也区

Seine－et－Marne県
　Gatinais地方
Yonlle　県

　Sens地区

Meuse県
　Bar－le－Duc地区

僧族教会領

ヨ薙

19．0

12．3

　6．4

1玉．7

26．9

17．4

40．1

3D．3

11．9

16．1

（12．7）

20．5

22

（9．13）

　7．59
（6．46）

（12．22）

（16）

Sar㌻he　県　　　9地区

Calvaqos県Vire郡

10．5

（2．2）

　　．C6te－d’0・県

割L・Vign・bl・地方
lCreu・・県

　　iHau七e－Vienne県

　　i　　　　　　南東部
　　ミ

都ICorrさze県
iT・11・駆

南

（7．7）

2．8

3．13

3．7

祁、
；

燦脇，．地区

i　Lod毒ve　　　　〃

瞳欝。nS“’弓

iH晶晶一雨
1　Eaint；Gaudens　tt

11　Revel　tt

（3．2）

（L7）

（4．e）

（O．3）

6．5

2．14

3

亡命巻所有
地

（6ユ）

（4．5）

（6．0）

（10．9）

（6．6）

（6．6）

（5．7）

（5．3）

（3．0）

（14．6）

　？

　？

14．1

（4．9）

”（3．44）

　？

7
。

6．4

（4．9）

　？

）9
ロィ

侵
？
。
つ
’

（

う
二

（1．8）

（O．8）

（2．2）

（1．2）

　？

　？

　？

総’i計

25．1

16．8

12．4

22．6

33．5

24．1

45．8

35．6

14．9

30．7

（27．3）

　？

　？

23．2

（14．0）

11．03
（9．9）

　？

7
・

16．9

（15．4）

（5．5）

）6
ロ2

7
■
つ
巳

1（

？
。

（5．0）

（2．5）

（6．2）

（L5）

　？

3．6

？

靖笠命肩盲地主的

土地所有（％）

2
1
4
4
4
3
6
5
5
2

6
6
5
6
．
6
6
6
6
5
6

0
7

7
ご
U

｛
～
暫

55

42

56

つ
・
つ
●

0
4
P
O

7
「
D
4
45

つ
「
？
■
？
曜
？
冒

鳶
U
ρ
）

　
　
つ
。

7
5

典 翅オ

Lefebvre

Sangnier

（Loutchisky）

Goubert

Bouloiseau

Dupaquier

（Por6e）

（Schmitt）

Girault

（Nicolle）

Laurent

Chamboux
（Loutchisky）

（Loutchisky）

（Gallix）

（Cambon）

（“’｛artill）

（Thouro’　ude）

繭積の．（

典拠の（

（805）

）は実際に売却された分を示す。
）はルフェーヴルの要約に撚ったもの。

t
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％
の
ご
と
く
極
め
て
僅
か
で
あ
る
。
全
体
を
通
じ
て
み
れ
ば
、
国
有
土
地
財
産

の
占
め
る
割
合
は
、
龍
部
諸
県
に
お
い
て
は
総
面
積
の
四
分
の
一
か
ら
一
二
分
の

一
と
い
う
兜
率
を
示
し
て
お
り
、
サ
ル
ト
県
に
お
い
て
も
約
六
分
の
一
に
達
す

る
が
、
コ
ー
ト
・
ド
ー
ル
県
や
セ
ー
ヌ
・
エ
・
マ
ル
ヌ
県
で
は
そ
の
割
合
は
八

分
の
一
か
ら
九
分
の
一
に
低
下
し
、
さ
ら
に
南
部
の
エ
ロ
ー
県
や
オ
ー
ト
・
ガ

ロ
ソ
ヌ
県
、
西
部
の
カ
ル
ヴ
ァ
ド
ス
県
で
は
せ
い
ぜ
い
五
－
六
％
に
す
ぎ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
大
づ
か
み
に
い
っ
て
国
有
財
産
の
占
め
る
割
合
は
、
北
部
に
お
い

て
最
も
著
し
く
、
西
部
お
よ
び
南
部
に
進
む
に
し
た
が
っ
て
急
速
に
低
下
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
限
ら
れ
た
事
例
か
ら
全
フ
ラ
シ
ス
に

つ
い
て
断
定
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
総
じ
て
北
部
の
定
額
小
作

制
地
域
に
お
け
る
方
が
、
中
・
南
・
西
部
の
分
封
小
作
制
地
域
に
お
け
る
よ
り

も
、
地
主
的
土
地
所
…
有
（
僧
族
・
貴
族
・
宙
民
の
土
地
所
有
）
の
没
収
と
莞
却

と
が
は
る
か
に
大
規
模
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
実
に
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
、
国
有
財
藍
の
売
却
が
地
主
的
土
地
所
有
に
ど
の
程
度
の
打
撃
を
与

え
る
か
は
、
蕩
接
生
産
者
た
る
農
民
が
土
地
獲
得
に
ど
の
程
度
参
加
し
う
る
か

に
か
か
っ
て
い
る
。
次
に
こ
の
点
を
検
討
し
よ
う
。
い
ま
、
売
却
に
付
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
③

国
有
土
地
財
産
の
う
ち
、
農
民
お
よ
び
社
民
の
獲
得
分
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

な
割
合
を
占
め
て
い
る
か
を
、
若
干
の
地
域
に
つ
い
て
表
示
す
れ
ば
、
第
2
衰

の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
地
方
的
偏
差
が
さ
き
の
売
却
面
積
の
場
「

合
に
も
ま
し
て
顕
著
で
あ
り
、
全
地
域
に
妥
当
す
る
一
般
的
結
論
を
引
き
だ
す

こ
と
は
極
め
て
購
難
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
売
却
さ
れ
た
土
地
財
産
の
う
ち
、

農
民
層
が
購
入
取
得
し
た
部
分
の
割
合
は
、
オ
ー
ト
・
ガ
ロ
ソ
ヌ
累
サ
ソ
・
ゴ

…
ダ
ン
ス
地
区
に
お
い
て
最
も
大
き
く
七
五
％
に
達
し
、
ノ
ー
ル
県
カ
ン
ブ
レ

地
区
で
は
六
四
％
、
同
じ
く
ア
ヴ
ェ
…
ヌ
地
区
で
は
六
三
％
、
ル
・
ケ
ノ
ワ
地
区

で
は
六
一
％
で
あ
り
、
ニ
エ
ー
ヴ
ル
県
二
地
区
で
は
五
一
％
と
六
三
％
、
エ
ー

ヌ
県
ラ
ソ
地
区
で
は
五
七
％
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
市
民
層
の
獲
得
部
分
を
圧

し
て
高
率
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
ノ
ー
ル
梨
の
他
の
五
つ
の
地
区

（
ヴ
ァ
ラ
ソ
シ
ェ
ソ
ヌ
、
ド
ゥ
エ
、
ア
ー
ズ
ブ
ル
ー
ク
、
リ
…
ル
、
ベ
ル
グ
）

で
は
農
民
獲
得
分
は
売
却
欝
積
の
そ
れ
ぞ
れ
四
七
％
、
四
三
％
、
三
七
％
、
三

五
％
、
三
三
％
で
あ
り
、
セ
…
ヌ
・
ア
ソ
フ
ェ
リ
ュ
ー
ル
県
ル
ー
ア
ン
地
区
で

は
亡
命
者
財
産
の
み
に
つ
い
て
三
八
％
、
カ
ル
ヴ
ァ
ド
ス
県
の
二
郡
で
は
三
四

％
、
サ
ル
ト
県
九
地
区
で
は
三
五
％
（
教
会
領
）
と
ニ
ニ
％
（
亡
命
潜
領
）
、

パ
・
ド
ゥ
・
カ
レ
県
サ
ソ
・
ポ
…
ル
地
区
で
は
三
二
％
、
コ
ー
ト
・
ド
ー
ル
県

で
は
三
〇
％
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
市
罠
の
獲
得
分
を
多
か
れ
少
な
か
れ
下
廻

っ
て
お
り
、
さ
ら
に
ム
！
ズ
県
バ
ル
・
ル
・
デ
あ
ッ
ク
地
区
と
オ
ー
ト
・
ガ
ロ

ン
ヌ
県
ト
ゥ
ル
ー
ズ
地
区
で
は
一
四
一
一
五
％
と
極
め
て
低
率
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
数
鍛
的
指
標
に
よ
れ
ば
、
市
民
の
獲
得
分
が
農
畏
の
そ
れ

を
圧
倒
し
て
い
る
地
域
の
方
が
、
農
民
樋
の
獲
得
分
が
優
勢
を
示
し
て
い
る
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

域
よ
り
も
、
多
数
を
占
め
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
数
値
の
う
ち
、
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フ？ンス輪噛鵬地劃卸1の問題（服部）

　　　　　　　　　第2表　国有財産農民・市民獲得分対比（％）

外典肴＝∫民獲得分

Lefebvre

Slc　ngnier

（Loutchislcy）

Bouloiseau

49．9（！1．8）

6Z5（10．9）

63．3　（8．1）

65ユ（14．8）

57．1（18．1）

39．2　（9．6）

35．9（15．8）

52．7（162）

3Z5　（4．5）

67．9（17．4）

42．8

62．2　（3．1）

時期 1農民獲得分

123　1　50．1（11．9）

　　　　　32．5　（5．3）

　　　　　36．7　（4．7）

　　　　　34．9　（7．9）

　　　　　42．8（13．6）

　　　　　　60．8（14．8）

　　　　　　64．1（28．2）

　　　　　　47．3（14．2）

　　　　　　625　（7．6）

種別別域地

32．1

57．2

37．8

（8．3）

（1．9）

123

12

23

12

12

P2

@
2 （Por6e）

（Schmitt）

Loutchislcy

Laurent

48．8

66．7（8．4）

40－45

14．3

512

62．7

29．8　（3．7）

？

12

12

？

123

間
り
・
　
－
U
？
　
揺

Nord県
　Bergues地区

　Hazebroucl“　ii

　I，ille　　 1／

　Douai　ti

　I．e　Quesnoy　it

　Canibrai　tt

　Valenciennes　tt

　Avesnes　tt

I）as－de－Calais　四馬

　Saint－Pol地区

Aisne県　Laon　1也区二

Seine－1嶽f｛｝rieure　蔓義

　Rouen　土1墜引く

Yonne県Scns地区
1・：Ieuse　夢集

　Bεしr－1e－Duc地区

Nievre県Cosne地区
　Corbi．crny　tt

C6te－d’Or　り接

　Le　Vignoble

北

部

中

部

（Girault）

Girault

（iNicolle）

50．3　〈5．3）

57．1　（2．9）

35．2　（3．7）

21．8　（1．／）

　　　34

123

12

？

1
　
2

　
　
？
・

Sarthe　鍔～9∫也区二

Loutchisky

84．8

24．8

60．6

15．2

75．2

39．4

（2．7）

12

P2

P2

12

P2

P2

Calvados県Vire．
　Ponfarcy　2郡

Haute－Garonne県

　Toulouse地区
　Saint－Gaudens　it

　Revel　it

西
　

部

南
　
　
部

農民・市斑獲得分の（　　）は総両積態比を示す。

種別の1は僧族教会領，2は亡命暑所有地を指し，時期の1，2，3はそれぞれ，第1
期（1790－93年），㌶2期（93年一共和暦3益両，．策3期（共和暦4年以後）を表わす。

オ
ー
ト
・
ガ
ロ
ン
ヌ

県
と
ニ
エ
ー
ヴ
ル
楽
、

お
よ
び
エ
ー
ヌ
県
ラ

ソ
地
区
に
関
す
る
も

の
は
、
農
驚
麟
に
と

り
わ
け
不
利
な
様
式

で
行
わ
れ
た
第
三
期

（
共
和
暦
第
四
年
以

後
）
の
売
葡
を
含
ん

で
い
な
い
か
ら
、
こ

れ
ら
の
地
域
に
お
け

る
農
民
獲
得
分
の
割

合
は
、
実
際
に
は
こ

の
数
億
よ
り
も
か
な

り
小
さ
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
と
す
る
な

ら
ば
、
以
上
の
統
計

資
料
か
ら
し
て
、
わ

れ
わ
れ
は
国
右
掃
十
｛
地

財
産
の
売
却
は
一
般
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に
農
畏
よ
り
も
布
畏
の
方
に
よ
り
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
競
売
と
い
う
富
裕
者
に
有
利
な
売
却
様
式
が
、
革
命
の
ほ

ぼ
全
期
間
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
た
以
上
、
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
よ
う
が
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
国
有
財
産
と
し
て
没
収
1
1
売
却
の
対
象
と
さ
れ
た
蔓
草

教
会
お
よ
び
亡
命
者
の
所
有
地
は
、
そ
の
著
し
い
部
分
－
疑
い
も
な
く
半
ば

以
上
1
が
再
び
貴
族
・
市
民
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
、
珊
存
の
地
主
的
土
地
駈

有
に
併
合
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
有
財
産
の
売
却
が
、
一
定
の
範
囲
に

お
い
て
農
民
的
土
地
所
有
を
強
化
し
、
そ
れ
以
外
の
地
主
的
な
土
地
所
有
部
分

を
減
少
さ
せ
た
こ
と
も
ま
た
、
上
述
の
と
こ
ろ
が
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
と
す
れ

ば
、
　
問
題
の
焦
点
は
、
　
こ
の
地
主
的
土
地
所
有
解
体
の
度
合
を
ど
の
よ
う
に

評
価
す
る
か
に
か
か
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
第
2
表
に
示
し
た
農

属
獲
得
分
の
総
土
地
面
積
に
対
す
る
糊
合
を
、
第
1
表
に
お
け
る
地
主
的
土
地

所
有
の
総
面
稜
対
比
と
対
照
さ
れ
た
い
。
革
命
前
に
お
け
る
地
主
的
土
地
所
有

と
華
命
期
に
お
け
る
そ
の
減
少
分
（
農
民
獲
得
分
）
と
の
比
は
、
ノ
ー
ル
県
北

部
の
ア
ー
ズ
ブ
ル
ー
ク
地
区
で
は
五
四
％
と
四
・
七
％
、
県
南
部
の
カ
ン
ブ
レ

地
区
で
は
六
六
％
と
二
八
％
、
県
全
体
で
は
六
二
％
と
一
二
％
で
あ
り
、
ま
た

パ
・
ド
ゥ
・
カ
レ
県
で
は
六
二
％
と
八
・
三
％
、
コ
ー
ト
・
ド
；
ル
県
で
は
約

七
〇
％
と
三
・
七
％
、
オ
ー
ト
・
ガ
ロ
ソ
ヌ
県
サ
ン
・
ゴ
…
ダ
ン
ス
地
区
で
は

五
六
％
と
二
・
七
％
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
サ
ル
ト
県
で
は
後
者
の
み
に
つ

い
て
四
・
八
％
と
い
う
数
字
を
得
る
。
こ
れ
ら
の
按
標
か
ら
、
ノ
ー
ル
繋
南
部

や
パ
・
ド
ゥ
・
カ
レ
、
エ
ー
ヌ
、
オ
ワ
ー
ズ
の
諸
県
の
ご
と
く
広
大
な
僧
族
教

会
領
の
存
在
を
も
つ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
地
域
で
は
、
地
主
的
土
地
所
有
が
多

か
れ
少
な
か
れ
大
規
模
に
農
民
的
土
地
所
有
に
転
化
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
が
、

充
分
推
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
、
繍
有
財
産
そ
の
も
の
が
は
る

か
に
小
規
模
で
あ
っ
た
中
部
、
南
都
、
西
部
の
場
合
に
は
、
売
却
に
よ
る
農
民

的
土
地
所
有
の
拡
充
は
、
既
存
の
地
主
的
土
地
所
有
に
比
す
れ
ば
ネ
グ
リ
ジ
ブ

ル
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
最
後
に
、
圏
有
財
産
の
売
却
が
農
民
麟
分
解
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
作
用
し

た
か
を
簡
単
に
検
討
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
売
却
に
付
さ
れ
た
土
地
が
い
か
な

る
規
模
で
農
民
の
手
中
に
入
っ
た
か
を
兇
る
に
、
パ
・
ド
ゥ
・
カ
レ
県
サ
ン
・

　
　
　
　
⑥

ポ
ー
ル
地
区
で
は
、
農
民
獲
得
岩
総
数
の
四
％
に
み
た
な
い
五
〇
ム
ジ
ュ
ー
ル

以
上
（
H
5
P
Φ
o
ゆ
q
巴
㊦
出
陣
O
●
軽
ω
げ
ρ
）
の
大
規
摸
な
獲
得
者
が
、
農
民
獲
得
面
積
の
五

四
％
を
集
積
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
総
数
の
七
〇
％
以
上
に
達
す
る
五
ム
ジ

ュ
ー
ル
以
下
の
零
細
な
獲
得
者
は
農
脱
獲
得
地
の
一
二
％
を
占
め
て
い
る
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ぎ
な
い
。
同
様
に
ノ
ー
ル
県
に
お
い
て
も
、
総
数
の
五
％
に
み
た
な
い
一
〇
ヘ

ク
タ
ー
ル
以
上
の
獲
得
者
が
農
罠
獲
得
繭
積
の
四
九
％
を
集
積
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
総
数
の
九
〇
％
を
超
え
る
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
小
規
模
な
獲
得
巻

は
そ
の
三
九
％
を
占
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
二
つ
の
事
鯛
か
ら
、
農
属

に
よ
り
購
入
取
得
さ
れ
た
国
有
財
産
の
著
し
い
部
分
が
少
数
の
富
農
の
手
に
集
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フランス革硲ヒおける地主欝1の問題（服部）

中
さ
れ
、
農
民
層
分
解
を
強
化
し
た
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら

に
ノ
ー
ル
県
の
爾
北
二
地
域
に
つ
い
て
、
革
命
の
前
後
に
お
い
て
農
民
層
の
所

有
規
模
お
よ
び
経
営
規
模
の
分
布
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
表
示
し
て
み

　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
⑨

よ
う
（
第
3
表
、
第
4
表
）
。
　
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ド
ル
海
岸
平
野
で
は
、
所
有
規

模
に
お
い
て
は
四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
所
有
地
の
比
重
の
減
少
と
四
〇
1
一

〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
所
有
地
の
比
重
の
増
大
と
が
、
ま
た
経
営
規
模
に
お
い
て

は
五
－
一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
経
営
の
比
重
の
減
少
と
一
〇
一
四
〇
ヘ
ク
タ
…
ル

の
経
営
の
比
重
の
増
大
と
が
、
は
っ
き
り
と
看
取
さ
れ
、
圏
有
財
産
の
売
却
が

農
民
層
分
解
を
促
進
し
た
こ
と
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明
ら
か
で
あ
る
。
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に
、
エ
ノ
…
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カ
ン
プ

レ
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経
営
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模
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〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
大
経
営
（
主

に
大
借
地
経
営
）
の
縮
小
と
一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
小
規
摸
経
営
の
拡
充
が

　
　
　
　
　
⑩

顕
著
で
あ
る
が
、
大
経
営
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び
一
〇
1
四
〇
ヘ
ク
タ
耀
ル
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中
規
模
経
営
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お
け
る
所
有
地
部
分
の
著
し
い
増
大
と
、
零
細
経
営
に
お
け
る
所
有
地
部
分
の

相
対
的
減
少
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
国
有
財
薩
の
売
却
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は
り
農
斑

膚
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解
を
促
進
し
た
も
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み
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き
で
あ
ろ
う
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く
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二
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贋
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か
れ
促
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地

主
的
土
地
薫
有
を
よ
り
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代
的
な
基
礎
の
上
に
お
く
こ
と
と
な
っ
た
。
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上
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主
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売
却
は
地
主
制
を
全
額
的
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h
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西
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翻
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全
に
阻
止
し
た
が
、

既
存
の
地
主
約
土
地
所
有
の
基
礎
を
ゆ
る
が
し
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
小
作

農
の
封
建
的
諸
負
担
を
廃
止
し
た
が
地
主
制
的
収
奪
の
本
質
を
い
さ
さ
か
も
変

え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

㈲
　
国
有
財
産
売
却
の
結
果
、
北
部
で
は
地
主
的
土
地
所
有
が
農
民
的
土
地
所

有
に
か
な
り
転
化
さ
れ
、
他
方
農
民
層
分
解
が
強
化
さ
れ
て
、
地
主
制
の
近
代

的
進
化
が
促
進
さ
れ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
申
・
南
・
西
部
で
は
、
旧
来
の
地

主
約
土
地
所
有
が
ほ
ぼ
完
全
に
温
存
さ
れ
た
。

ω
　
こ
う
し
て
、
革
命
後
、
北
都
先
進
地
帯
に
お
い
て
は
近
代
的
土
地
所
有
闘

借
地
関
係
が
ま
す
ま
す
急
速
に
展
窪
し
て
行
く
の
に
反
し
て
、
中
・
南
・
西
部

の
後
進
地
帯
に
お
い
て
は
、
分
益
小
作
制
に
立
脚
す
る
半
封
建
的
燵
過
渡
的
土

地
所
有
が
永
ら
く
広
汎
に
残
存
す
る
。

　
本
稿
に
お
い
て
私
は
、
フ
ラ
ン
ス
地
主
制
の
地
域
的
類
型
に
注
目
し
つ
つ
、

地
主
制
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
の
関
連
に
つ
い
て
一
驚
の
見
通
し
を
立
て
て
み
た
。

草
命
後
に
お
け
る
半
封
建
的
地
主
制
の
変
質
過
程
、
お
よ
び
そ
れ
と
工
業
に
お

け
る
資
本
制
生
産
の
農
開
と
の
桐
互
関
連
を
究
明
す
る
こ
と
が
、
私
の
次
の
課

題
で
あ
る
。
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石津村still　owns　many　important　documents，　whlch　should　be　syntheti－

cally　investigated　to　some　future　occasion．　Having　ftc　chance　to　see　a

part　Qf　£he　documents，　1　tried　here　to　outline　it．

The　Peasant　Structure　in伽αδoア忽6今堀郷and　the

　　　Enrツalewfi　Temple延暦寺in　the　Middle　Ages

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　Masahiro　Kurokawa

　　This　area，　known　as　a　representative　type　of　communities，　or　S6惣，　in

the　middle　ages，　remained　keeping　the　tax－bool〈　and　land－tax　records　in　the

lmabori　Shinto　Shrine今堀日吉神社，　on　examination　of　which．the　char－

acter　of　recorded　peasants　changed　about　the　turnlng　point　of　the　fifteenth

century；besides　Shose　who　were　fixαmurai地響，脚6s伽名主，　shinfean

ge’ii’1　1’　ani　d　priest　as　usuac　1　members，　another　peasants　of　different　character

appeared　to　be　persons　of　direct　responsibility　for　tax－paying．　This

shows　the　tr’?ｎｄ　of　peasant　lndepending　to　this　change，　through　the

change　of　the　writing　method　in　the　land－bool〈s，　the　manorial　lord　ffieizan

比叡山tried　to　keep　the　survival　of　the　2吻6名system，　by　establishing

the　existence　of　T∂mN6shzt当名主kind　in　the　E2zηα勲ヴ2　Temple，　which

denotes　a　gradual　feudalization　from　the　upper．　The　producing　structure

ln　itself，　however，　cannot　be　supposed　of　especially　splendid　M〈lad－exis－

tence　；　in　spite　of　some　class　difference，　lil〈e　distinction　between　‘　Taifee’

大家and‘5防ん〆小家and　the　existence　of　Toshiptorislu2年寄衆，　we　can

recognize　the　very　fact　that　the　personal　relations　of　peasE　nts　each　other

were　comparatively　flat，　and　village　cOmmunlties　had　a　peasant　constitu－

tion．

A　Pyoblem　of　the　Landlord　System　in

　　　　　　　　the　French　Revolution

　　　　　　　by

Haruhiko　Hattori

It　is　natural　that　the fundamental　problem　of　civil　revolutions　lies　in

　　　　　　　　（833）



the　abolition　of　feudft．　listic　landholding　and　feudalistlc　relative　production，

but　in　our　country　are　divlded　two　opinions，　one　took　hold　of　rnanoria！

system　（landlord－tenent　relation），　searching　and　relative　pfoduction．

　　This　article，　taking　an　exainple　in　France　where　the　landlerd　system

was　most　clearly，　definiteiy　and　widely　formed　of　all　Ettropean　countrles，

examines　concretely　the　relation　between　landlord　system　and　civil　re－

volutlon．　The　problem，　raised　in　the　French　Revolution．　consisted　ot－

two　qspects，　one　was．　a　clean　sweep　of　the　feudalistic　relations　which

was　completely　accomplished　by　free　abolitlon　of　feudalistic　rights，

the　other　£he　limitation　of　the　landlord－systernatic　exploitation　which

reraained　even　incompletely　accomplished　through　selling　of　the　stac　te

property．　ln　the　northern　advanced　area　it　resulted　in　a　more　rapid

ac　nd　rxiodem　evolution　of　landlord　system　before　the　revolution，　while

in　the　middle，　southern　and　western　backward　area　it　resulted　in　a　long

and　wide　remainder　oi　tlie　semlfeudalistic　landlerd　system　based　on

share－cropper　system．
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